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本研究は,近 世京都における都市の拡大を象徴する 「新地」開発の意義について,領 主による土地経営とい う視点に立

脚 し,具 体的事例をもって論考するものである。事例 としてとりあげた京都建仁寺では,18世 紀初頭,伽 藍の法堂再建と

いう大事業に着手した。 しか し幕府の緊縮財政下にあって再建資金の調達は難航する。そ うしたなかで,年 貢徴収権を温

存させた同寺境内に残る耕地の開発が,寺 領収入の増加につながる手段として重要視 されていく。建仁寺が境内全域を18

世紀初頭よりわずか半世紀の間に新地 として開発するに至った背景には,こ のように逼塞 した寺内の財政状況 と,新 地開

発行為の生み出す利潤に対する認識のあったことが確認できた。
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In the beginning of the 18th century, KENNIN-JI Temple had planed to rebuild their HATTO (the main hall), and started to 

realize its plan as the most important project. But it was difficult to raise funds for the reconstruction. Therefore, it was not until 1765 
that the ceremony for completion of framework took place. At that time, various steps were taken to raise funds. And making housing 
lots at their compound was a very available means for KENNIN-JI Temple to increase their revenue. So they intended to raise money 

on their estate for the reconstruction of HATTO.

1.は じめに

近世京都における 「都市化の画期」は,寛 文～延宝期

(1661～1680)に あるといわれるD。地子赦免地における「都

市増殖」によって都市化のすすんでいた京都では,こ れ以

降領主による土地所有と地子上納の支配体系を存続 させ

た洛中周縁部に残る年貢地が都市化の対象となり,地 積別

に屋地子の課せられた 「新地」とよばれる新たな都市域の

開発がすすめられていく。

本研究は,近 世京都における都市の拡大を象徴するこう

した 「新地」の開発をとりあげ,そ の展開について論考す

るものである。新地開発の目的は,「河原などの不良耕作

地を町地に変えることによって地代の増収をねらう」とい

う点にあったことが指摘されており2),これらは寺社など

がその領有地においておこなった土地経営の産物 として

とらえることができる。したがって開発の背景,及 びその

展開には個々の事情に基づいた具体的実例をもって検証

する必要があるが,領 主の側に残された史料の欠損などか

ら,既往の諸研究においてそれ らが十分に論じられてきた

とはいいがたい。

そのなかで,平 成8年 度～10年 度にわたり関西大学永井

規男教授を中心として行われた研究調査3)によって,京都東

山建仁寺より見出された,17世 紀以降明治初頭までの

2,000点 をこえる文書 ・絵図類4)(以 下 「建仁寺文書」とす

る)及 び同寺の寺務日記 『建仁寺参暇日記5)』(以下 『参暇

日記』とする)は,領 主建仁寺によって18世 紀に遂行さ

れた,同 寺境内の宅地開発に関する史料を多数含むことが

確認されている6)。こうした新出史料に加え,当 寺の位置

する東山の周辺が,近 世京都においてことに活発な新地開

発の展開した地域であり,検証するにふさわしい対象であ

ると考え,本 研究では建仁寺境内における新地の開発を事

例としてとりあげる。

13世 紀初頭,鴨 川の東域に寺地を得て創建された建仁

寺は,そ の形態からいわゆる 「境内系寺院7)」と位置付け

ることができる。具体的には,図2-1で 示したように,諸
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塔頭に囲続 された伽藍を中心とした 「寺内」周辺に,「境

内」と称する寺領をかかえる,と い う構成をとる8)。近世

初頭にはその境内の大部分が耕地となっていたが,そ れら

は18世 紀に領主建仁寺を願主として遂行された宅地開発

によって,領 主の年貢徴収権を存続させた33町 の町地へ

と変貌 した9>。あらたに形成されたこれ らの屋敷地には,

かって畑地であったときの相場を大幅に上回る地子10)と,

敷地の坪数に応 じて設定された地口銀の上納が課せられ,

それ らの収益をもって領主建仁寺は大きな利潤の獲得を

計画したm。

18世 紀とは,建 仁寺にとって近世における一大事業とも

いうべき同寺の仏殿を兼ねた法堂12)の再建が発願され,逼

迫した財政状況のなか半世紀をかけてその大願を成就さ

せた時代でもある。本稿では,資 金調達に苦慮 しながら明

和2年(1765)に 上棟 した建仁寺法堂の再建計画と,当 時

積極的に遂行 された境内の新地開発 との関わりに注目し,

建仁寺法堂の再建に至る経緯を追及することによって,18

世紀の同寺境内における新地開発の意義およびその背景

を考察する。

2.近 世の建仁寺境内と新地開発

永井規男氏は江戸期の建仁寺寺内とその周辺を描いた

絵図 「東山建仁寺全図」をとりあげ,そ の製作年次を18

世紀後半として当時の建仁寺の景観について言及されて

いる13)。それによると,近 世における建仁寺 「寺内」は,

図2-1に みられるように14)諸塔頭に囲まれた閉鎖的な構成

をとり,外 部に通じる門は 「寺内」西側の建仁寺町通(現

大和大路通)に 開く西門と南門のみであった。その門前の

道筋には,開 町を中世にまで遡るとされる諸町が成立し,

寺役人や大:J二の居住する一帯となっていた15)。これらが18

世紀初頭に始まる境内の新地開発以前に成立 していた

町々である。しかしこうした門前の諸町を除くと,17世 紀

末までの建仁寺境内の大部分はいまだ耕地の広がる状況

にあった。それらの耕地は,18世 紀の3期 にわたる漸次的

開発によって宅地とな り,明和4年(1767)の 開発を最後に

境内には33町 の町地が成立する。開町後これ らの諸町は

成立時期を基本とした町組を形成するが,あ る区域は既存

の町組へと編入され,諸 領域の開発年代に起因する特性は

開発当初設定された地代にのみ残されていく。その結果,

地代に関しては同一の町組に含まれる町々の間にさえ,成

立時期の懸隔による異同をみせることとなった。従って本

稿では当時の町組を骨格としながらも,成 立時期によって

境内区域を編成 しなおし,以 下のように規定する。

① 古門前町組区域:L8世 紀の境内新地開発以前に成立

していた10町 により構成され,史 料上でも 「古門

前町組」の呼称をとる。

② 新門前町組区域:正 徳2年(1712),古 門前町組区

域の南方に建仁寺新門前として起立,開 町した6町

をいう。

③ 西門前裏町区域:享 保19年(1734)頃 開町した2

町をいう。当区域は古門前町組を構成する諸町の裏

地に形成され,町 成立後①の古門前町組に編入され

る。 しかし本稿では2町 の成立時期を重視し,既 存

古門前町組 と区別 して 「西門前裏町」と仮称する。

④ 六波羅新地区域:宝 暦13年(1763),明 和4年 の2

段階にわたり,境 内南東の2万 坪あまりの畑地16)を



開発して成立した15町 をいう。比較的広大な敷地

が開発の対象となったため,区 域を南北に二分する

松原通を基準に 「境内六波羅北畑」「境内六波羅南

畑」とする呼称もみられるが,両 者に成立時期を反

映した差異のないことから,本稿では 「六波羅新地」

の名称に統一する。

以上のように,近 世建仁寺境内に成立した諸町は,

・門前町として起立した領域(古 ・新)

・門前裏町として宅地化 した領域

・百姓請負にあった畑地の開発によって宅地化 した領域

の4区 域に分類される(図2-1)。 領主建仁寺はこれら宅地

の地代に関する収益の権限を一元的に有していたが,屋 敷

地への建家,あ るいは町政に関わる訴訟などについては,

建仁寺の許可と共に最終的な裁断権を京都町奉行所が掌

握 していた17)。

3.法 堂再建の発願

前節でみたように,18世 紀を通 じて遂行された新地開発

によって,17世 紀末までに残されていた建仁寺境内の耕地

はことごとく町地となった。そして境内が次々と町地へと

変貌する一方,寺 内では法堂(図3-Dの 再建計画がすす

ど)られていた。

建仁2年(1202),栄 西によって鴨川の東域に創建され

た建仁寺は,中 世の兵火に罹 り堂宇の焼亡を重ねる。近世

以前における当寺の伽藍状況にっいて,『京都府寺誌稿

18)』は文和～延文年中(1352-1360)に ようやく法堂が造

営されたことを伝え19),「其後天文火後廃絶セシヲ安国寺

恵壇ハ東福寺第二百二十四世ナルヲ以テ其食堂ヲ寄付シ

以テ仮仏殿 トセ リ 其後百余年合山相議シ今 ノ法堂ヲ建

築シ仏殿 ト兼用シ凡二萬金ヲ費セリ」と記す。また,仏 殿

について同書は 「最初本寺創立ノ時第一二造営セシ所也

其後応永年間二再造シ(略)此 後天文ノ火二災シ復タ造営

スルアタハス 後百数年今ノ法堂ヲ建テ仏殿 ト兼用セ リ」

とする。すなわち天文21年(1552)の 兵火によって法堂 ・

仏殿を類焼して以降,建 仁寺では安国寺恵瑠より寄進され

た食堂をもって,両 者を兼ねた 「仮仏殿」としていたとい

うことがいわれている。この 「仮仏殿」については明らか

でないが,18世 紀初頭の建仁寺に 「梁行六間弐尺 桁行八

間三方庇九尺宛」の規模をもった 「仏殿」と称する堂宇が

存在 したことは,『 参暇 日記』に控 えられた正徳5年

(1715)12月3日 の諸堂間数改によって確認できる20)。そし

て 『京都府寺誌稿』にみられる 「後百数年今 ノ法堂ヲ建テ」

という記述が,仏 殿を兼ねた伽藍の主要建物として,正 徳

期に確認できる 「仏殿」を建替えるかたちで明和2年

(1765)に上棟 した法堂をさす。現存するこの法堂の再建願

が『参暇 日記』に初見するのは享保12年(1727)8月 のこと

であるが,そ こには 「法堂造立容易二成就難成(略)大 願

之事二候えは初念能々堅固二無之候而ハ中々成就致間敷

候21)」帆 五十年二も及候は造立成就可仕存候,其 内随分

精魂ヲ励候は四十年二も造立相調可申哉22)」とあり,法 堂

再建が一山をかけた半世紀に及ぶ大事業計画であったこ

とがわかる。

このように,建 仁寺が発願当初より再建の難航を予期し,

長期的計画をとった背景には,当 時幕府の経済的支援に依

存することがもはや困難な情勢にあったことがあげられ

る。三浦俊明氏は,幕 府による寺社の修復助成が元禄期以

降の幕府財政窮乏を背景として抑制,廃 止の一途をたどり,

ことに建仁寺が法堂再建を発願 した享保期には 「享保改革

の財政政策の一環として,寺 社の修復を,基 本的には寺社

自身の募金活動(略)に よって得た資金をもって賄 う方策」

がとられるようになったことを指摘される23)。さらに同氏

は寺社 自身の募金活動の具体的手段 として,「勧化」「開

帳」などと共に,寺 社修復 という名 目をもって諸方に貸付

けられた名 目金貸付 という手段の重要性を指摘 されてい

るが,法 堂の再建を発願 した建仁寺においても,資 金調達

の手段 として,利 貸活動を中心とした以下のような計画を

とることとなった。史料1は 『参暇 日記』に控えられた,

建仁寺法堂再建にむけて一山が衆議 をもって規定 した書

付の写である。

史料1

(『参暇 日記』所収,享 保12年)

今度法堂造立之儀相催候二付,一 山衆議相定候趣

一 法堂造立銀諸塔頭井門前境 内え七拾人貫五百 目借付置候,

年 々無滞様 二致シ納下之節は諸光 井山中参暇知事出席吟味

可有之事

一 毎年諸塔頭開祖忌斎会相止,院 領高壱 石二付壱升宛之積 リ

ヲ以,斎 料常住え差出修造料 二差加可 申事(略)

一 住持諸役者月俸今年 より半減修造料二差加可申事

一 右諸塔頭門前境 内利 息銀凡七貫五百 目程,塔 頭祖忌料四石

六斗九升余,此 代銀壱石二付五拾 目和市二〆弐百三拾四匁余

住持諸役者月俸半減八木八石七斗三升余,代 銀四百三拾六匁

余,都 合凡八貫百目余ヲ以毎年材木等相調,其 外作事料二用

可 申事(略)

史料1に よると,享 保12年 の段階では門前諸町及び諸



塔頭をあげての合力が要求され,

① 建仁寺塔頭及び享保!2年 までに開町していた門前

の16町 へ78貫500匁 の銀子を貸付け,利 息銀とし

てその約1割 を毎年回収する

② 建仁寺塔頭における開祖忌斎会を中止し,諸 塔頭は

それぞれ領高の1%を 祖忌料 として差 し出す

③ 建仁寺住持及び諸役者の月俸を半分に減額する

という3点 の施策により,総 額8貫100匁 あまりを毎年徴

収することで法堂再建に必要な材木及び作事料を得よう

と計画していたことがわかる。この うち②の 「諸塔頭の領

高」に応じた祖忌料が,ど ういう配分をみせていたのかを

示す史料としては,や や時代が遡るが慶長19年(1614)の

「寺録配当額24)」(表3-1)が ある。

史料2

(『参暇 日記』所収,元 文2年9月21日 「口上覚」)

当寺本 堂建修理奉願御赦免之上,去 年来地形築上地築仕候残此

節地築仕候二付,御 届 申上候(略)

ついで延享4年(1747)に は,法 堂建立に必要な材木の保

管及び製材のために,桁 行12問,梁 行6問 の瓦葺材木小

屋が法堂建立予定地の南西に建てられることとなった。史

料3は,建 仁寺より京都町奉行所へ提出された材木小屋普

請届の写である。

史料3

(『参暇 日記』所収,延 享4年6月3日 「御届 申上候 口上書」)

一 当寺本堂建修理之儀
,去 ル享保廿一年辰三月西御役所 え御

願 申上候処御許容被成下候,然 処右材木入井大工普請小屋是

迄無御座候 二付,此 度桁行拾弐間梁行六間之小屋壱箇所屋根

並瓦葺二仕,則 本堂之前未 申之方二当分建申度奉存候間御届

申上候(略)

その 後 明和 元年(1764)に な る と,棟 梁 坂 上豊 後 は同年12

A7日 に柱建 の儀 式 を執行 す る こ とを建仁 寺 に願 い出 てい

る31)。そ して翌 明和2年1月26日,諸 方 よ り上棟 の賀儀iを う

け(表4-1),法 堂 は よ うや く上 棟 式 を迎 える。同年5月 には

「当山法 堂再 建 後 堂供養 明和 二年 丙 五 月朔 日月 並法 事 之次

落成 上 堂 致修 行候32)」と 『参 暇 目記 』に控 え られ る よ うに,

法 堂 の落慶 供 養 が執 り行 わ れ た。

表3-1に よると,祖 忌料の総額は8石2斗3升 あまりと

なるが,そ こから 「本寺」ぶんの3石6斗9升 を除くとお

よそ4石5斗4升 となり,史 料1の 「塔頭祖忌料四石六斗

九升余」にほぼ合致する。また 「建仁寺文書」に記載され

た文禄2年(1593)よ り享保4年 に至る建仁寺の寺領惣高

をみると,実 際に算出した総計値は若干の変動をみせるも

のの,史 料上に記された総計額は821石 と一一一定している28)。

従って1世 紀ほどの懸隔はあるが,諸 塔頭における領高と

それに応 じた祖忌料の配分は,法 堂再建の気運の高まった

享保期においても慶長期 と大差のないものであったと考

えられる29)。

4.法 堂再建計画の始動

こうして享保21年(1736=元 文元年)3月22日,公 儀

より法堂再建の許可をうけて30)一山の 「大願之事」である

建仁寺法堂の造立がはじめられた。翌元文2年 の 『参暇 日

記』には,建 仁寺より京都町奉行所へ提出された地形届の

内容が控えられており(史 料2),「 去年来」,すなわち公儀i

の認可を得てから時を移さず,法 堂の地形工事が着手され

たことを明らかにする。

しかし落慶を迎えてのち,法 堂の出来見分が行われるの

は,そ れよりさらに6年 後,明 和8年 のことである33)。表

5-1は 享保12年 の再建発願を初見史料として,それ以降に

みられる建仁寺法堂再建に関する記事を 『参暇 日記』など

から抽出し,再 建に至る経緯をまとめたものであるが,発

願より上棟を迎え,出 来見分をうけるまでには,発 願当初

懸念 されたように資金の調達難からおよそ半世紀 もの歳

月を要していることがわかる。公儀iより再建の認可を得て,



表5-1建 仁寺法堂再建に至る経緯

(案文などで宛先 ・差出の明記 され ないものについては括弧内に表示)

和暦 西暦年月日・ 出 来 事 史 料 内 容(出 典) 宛先 差出

享保12i172-3欝 建に関する初見鵜 繕 搾蹴 繕 野機 鞘1難 蹴 半綱 額す1灘撫

11}法 堂造立にっき門前諸町及び諸塔頭へ銀子を貸付け,毎 年の利息を徴収する,諸 塔頭
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早速地形普請を着工したものの,立 柱 ・上棟にいたるまで

には四半世紀を費や し,さ らにその後は屋根瓦資金の調達

に20年 近い年月をかけている。その間建仁寺は上棟まで

に要求された資材調達のための資金 と,屋根瓦葺に必要な

費用を獲得するために様々な手段をとることとなった。

5.再 建事業の難航

5.1法 堂上棟までにとられた資金調達の手段

上述したように,法 堂再建の発願が 『参暇 日記』上で初

見する享保12年(1727)の 段階で示された資金調達の方法

は,

① 門前諸町 ・諸塔頭へ銀子を貸付け,毎 年その利息銀

を回収する

② 建仁寺諸塔頭 よりそれぞれ領高の1%を 祖忌料と

して徴収する

③ 建仁寺住持及び諸役者の月俸を減額する

というものであった。しかしこれらの手陵だけでは法堂再

建工費として十分な資金を獲得するにいたらず34),史料4

にみられるように,宝 暦12年(1762)の 段階でいまだ300

貫もの銀子をあらたに調達する必要があった。『参暇 日

記』によると,こ れ以降法堂再建に必要な資金調達のため

に建仁寺がとった施策には次のようなものがある。

① 檀家寄合をひらき,壇 施銀 として法堂再建費の寄付

を募る

建仁寺の檀家となっている家々は,毎 月その最寄りの塔

頭へ向かい寄合を開き,そ こで法堂再建に必要な銀子が取

り集められることとなった(史 料4・ 史料5)。

史料435)

(『参暇 日記』所収,宝 暦12年2月15日 「奉御届申上 口上覚」)

当寺仏閣修造之儀先年御願 申上蒙御許容多年相催候得共,未 銀

高三百貫 目不足仕候,右 難及 自力御座候二付,以 檀力仏閣修造

仕度奉存候,右 檀施銀為集納年中度々檀家寄合仕度奉存候(略)

史料536)

(『参暇日記』所収,宝 暦12年2月17日 「御尋二付奉申上口上覚」)

一 檀家寄合申候儀
,年 中何ヶ程二而如何取計候哉 と御尋二御

座候

此儀は銀高三百貫 目不足仕求檀力候儀二御座候間,信 仰

之檀家毎月其 もよ り之院 々え少々宛寄合,右 銀子相集候

儀二御座候,曽 而かさ高成候儀二而は無御座候(略)

② 建仁寺末派として散在する末寺よりの勧化

『京都府寺誌稿』は建仁寺の末寺について,同 寺が隆盛

を極めた応永年間においては 「子院末派ノ四方二在ルモノ

其数モ亦タ多カリナルヘシ」とし,天明8年(1788)に は「塔

頭末寺合テ百八十壱ヶ寺」,そ して同書の記された明治初

頭には 「塔頭十五ヶ寺末寺ノ四方二散在スルモノ五十七寺

トナレリ」とするが,そ の正確な末寺数については確証を

得ない37)。しかし建仁寺より長州末派4ヶ 寺へあてた勧化

願(史 料6)に み られ るよ うに,本 寺の 法堂 再建 の勧 化 を

募 るに あ た って 各 地 に散 在 して い た38)末 派 寺院 か らの勧

化 は欠 く こ との で きな い もので あ った と考 え られ る。

史料6

(『参暇 日記』所収,明 和元年11月 「修造勧化之儀又々願遣書」)

〈略)仏殿修造之工費 自力而巳二而難致円成候二付,従 来専控檀

力候,依 之先而末派中化縁之義御願申入置候処,其 後何之御沙

汰無之候,此 頃土木之費別而彩敷致難渋候間,愈 以寄附之儀衆

望二候(略)

ところが末寺からの勧化はさほど期待すべき結果には

いたらなかった。史料7は 『参暇 日記』に記載 された長州

末派4ヶ 寺の連署をもって到来した書状の写であるが,そ

れによると法堂再建にむけて末派中へ勧化を要請された

が 「窮困之時節」ゆえ,合 力が困難なこと,つ いては上棟

の時に 「些子」,わずかばかりの賀儀を申したいというこ

とがいわれている。こうした末派寺院からの消極的な返答

をうけ,建 仁寺はさらに他山からの合力をたのむこととな

った。

史料739>

(『参暇 日記』所収,明 和元年閏12月)

(略)先 而当地御派下中化縁 之儀被仰下其節 之返答二も申上候

通,檀 越並家中募縁之儀窮困之時節強勧難相成時勢不能才便候

故,上 梁之上些子之賀表申上度之由御返答仕置候(略)

③ 他 山か らの 寄付 及 び借 財

上述 した資金 調 達方 法 の① お よび② は,大 本 山 の法 堂再

建 にむ け て檀 家 ・末寺 か らの合 力 を要 請す る とい うもの で

あ った が,寛 延3年(1750),建 仁 寺 は法 堂再 建 の寄 附金 と

して 五 山の相 国 寺,天 龍 寺 か らそれ ぞ れ 白銀100両 の 寄進

を うけ る40)。また 明和 元年(1764)に は,妙 心寺 か ら金100

両 を寄進 され41),さ らに300両 を5年 限,月5鉄 の利 息 で

借 財 して い る。 史料8は,『 参暇 日記』 に控 え られ た,建

仁 寺 よ り妙 心 寺 へ あて た金 子借 用 書 の写 で あ る。

史料8

(『参暇 日記』所収,明 和元年12月)

預 り申金子之事

一 金子参百両は両本庵祠堂物也
,右 之金子今般 当山法堂造営要用

二付,預 り申処実正也明白也,却 勝己丑ノ歳迄五箇年限二無相

違急度返弁可申候(略)

花園 東海庵

霊雲院

右之利足月五鉄之定也,年 之極月十五 日限二相納可申候,以 上

上棟までにとられた資金の調達方法は寺院側から得た

史料に限るとおおよそ上記のようなものであった。こうし

て不足銀を調達 し,法 堂は上棟する。しかし上棟を迎えて

のちも再建に関わる財政は逼迫し,引 き続き諸方の合力を



要 請す る こ と とな っ た。

5.2上 棟以降にとられた資金調達の手段

明和2年 正月,よ うやく上棟を迎え,同 年5月 には落慶

供養の儀iが執 り行われた法堂であるが,そ れ以降は法堂の

屋根瓦を調達するための資金獲得に苦慮 していることが

うかがえる。

史料9

(『参暇 日記』所収,明 和6年8月19日)

(略)当 山法堂先年営建過半相調候 えども費却彩 多二付未畢其功

候,依 之金落之手 当心懸ケ候えども難相調内屋上年々及破損 二

付,此 度瓦致葺蓋候積 二御座候,是 以雑費霜敷寺産力難及故,

塔頭諸末派井諸檀越 等各々助 力相願 漸々相調候,依 之錐御労煩

之事,貴 寺井末派中え此段御願 申入候(略)

史料9は,建 仁寺より諸末寺へあてた瓦資金合力を要請す

る通達案文の控である。ここにみられるように,瓦 資金の調

達にあたり建仁寺は再び末派寺院からの勧化をたのむこと

となった。 しか し史料7に認められるように,明 和元年に窮

乏した財政状況を訴え,勧化合力に対して消極的な姿勢をみ

せた末派寺院が,それよりわずか5年 後の勧化要請にどれほ

どの助力を示し得たのかは疑問である。その後天明期には,

境内諸町の合力を要請する史料が散見されるようになる(史

料10・史料11)。

史料1042)

(「建仁寺文書」7*017,天 明2年4.月)

一 御地頭様瓦不足二付
,為 助力境内在家死去之瑚法名書記,為

回向料銀壱両右戒名 二相添御地頭様 え御納被成下候 えは,過

去帳二写取,忌 中七七日之中御 回向被成,其 年之彼岸二施餓

鬼被成候事

一 志之精霊有之候而金百疋御地頭様へ御納被成下候ハ ㌧
,過 去

帳二記置年 々二季彼岸永代施餓鬼御勤被成候事

史料1143)

(「建仁寺文書」50*035,天 明2年6月 「口上書」)

一 御地頭様御仏殿瓦不足之儀二付
,銀 高拾弐貫 目古門前中新門

前中相談之上二而御引請惣軒割二相定 リ,当 寅七月よ り未六

月迄五ヶ年 之間年二六月十一月両度二御門前四町え取集,尤

当年ハ来ル十一月二取集奉差上候

但シ御境内拾八町惣軒数四百廿壱軒役有之,銀 高拾弐貫目ヲ壱

軒役二割弐拾八匁五分也,尤 半期之割ヲ以テ取集 申候惣軒数之

内三十三軒分割銀高九百四拾匁五分は北御門町軒数之銀高軒割

之儀ハ不承知二付,高 御寄付白銀三枚此代百廿九匁奉差上候様

可被申候旨,右 残銀八百拾壱匁五分ハ大和町亀井町博多町小松

町四町え引請取集之儀は四町より世話仕,無 滞様奉差上候(略)

御地頭様 当町小松町惣代年寄久兵衛(印)

御役人中様(他3町 年寄連署)

史料10及び史料11に よると,天明期に行われた境内諸町に

よる法堂瓦資金合力には以下の2点 がある。

① 回向及び施餓鬼供養に対する志納料

② 境内古門前町組12町,新 門前町組6町 が銀12貫 目を軒

割で負担する

宝暦～明和年間の六波羅新地区域の開発を最後に,建仁寺

境内には33の町が形成されていたが,それより十数年を経た

天明期において瓦資金合力に関わっていたのは,西 門前裏町

区域の2町 を含む古門前町組と,新門前町組の計18町のみで

あったことがわかる。六波羅新地に開町した15町がそこに含

まれていないのは,この区域が六波羅新地として開町したも

のの,当 時いまだ空地がひろがり合力を期待できる 「町」と

して機能していなかったゆえのことであろう44)。合力銀12

貫の負担は18町の惣軒数421軒 役で均等に分担することが決

められ,28匁5分/軒 役の割をもって,5年 間毎年6月 と11

月の2期 にわけ,古門前町組中の記載4町 が率先して集金す

ることとなった。ただし史料11に みられるように,古 門前町

組に含まれる北御門町についてはこうした合力銀の出資を

「不承知」 としたため45),不足分811匁5分 はこれら古門前

町組の4町 がひきうけるとい うことがいわれている。

以上のように,法 堂を再建するにあたり建仁寺はその資金

調達に非常な苦労を強いられることとなった。寛保3年

(1743),東 福寺が伽藍修造にあた り幕府の 「御免勧化」を得

て 「山城国中」の勧化を認められ46),寺社奉行連印の勧化状

持参のもと広く 「御料 ・私領 ・寺社領 ・在町」に対して再建

資金の寄進を募ったのに対し,建仁寺の法堂再建にあたって

はあくまで末寺及び五山からの募縁にとどまり,幕府の 「下

賜金j,あ るいはその許可を得て 「御免勧化」が行われた形

跡は認められない47)。再建に関する記述が享保12年(1727)

の 『参暇日記』に初見し,同21年 に公儀よりその再建願が許

容されて以降,建仁寺では明和2年 の上棟を迎えたのちもな

お寺院の財政は逼迫 し,工事の遅滞する状況が続いていたこ

とが確認できる。

6.新 地開発と法堂再建

上述したように,法 堂再建の資金調達に苦慮した建仁寺

は,諸 塔頭および境内諸町よりの合力,末 派寺院からの勧

化などの策を講じることで資金を調達しようとした。しか

し財政に窮乏した状況の中で,こ うした 「合力」による資

金調達の手段だけでは,確 実かっ早急に銀子を調達するこ

とに限界があったと考えられる。そ うした状況を顧みたと

き,い まだ不毛な耕地の広がる境内を宅地として開発する

ことは,財 政の逼迫を打開する有効な手段 となった。

建仁寺境内が18世 紀以降領主建仁寺によって開発され,

町を形成する時期は,2節 でみた②～④グループの3期 に

わたる。これ らのうち,③,④ グループに該当する,享 保

期以降に開発された西門前裏町区域及び六波羅新地区域

の開発理由には,そ れぞれ 「(新地開発を)当 寺伽藍修造

之助力二仕48)」「法堂建立之儀先達而より段々是迄過半相

調候得共,残 処之普請未相調,夫 故建立之儀手立ニモ可相



成哉と存,被 及聞通新地開発之儀公儀相願候処御許容有之

候49)」と記され,両 区域における新地開発が法堂再建の手

だてになることをみこしての計画であったことがわかる。

では,両 区域の新地開発は具体的にどういうかたちで法堂

再建に必要な資金調達に結びついたのだろうか。

6.1西 門前裏町区域の新地開発

開発前の当区域は,建 仁寺門前諸町の町裏にあたる狭隆

な藪地であった50)。当区域が実際に宅地造成を目的とした

整備をうけるのは,法 堂再建の発願が史料に初見して以来

4年 を経た享保16年(1731)以 降のことであるが,そ れに

先だっ同5年10月,洛 中 「今出川室町西へ入町」の清水

屋庄三郎なる人物5Dよ り当区域の開発願が建仁寺方へ提

出されている(史 料12)。 後述するようにこの計画は実現

にはいたらなかったが,新 地開発によって得る利益を考察

する手がかりとなる,興 味深い提案がなされている。

6.1.1)清 水 屋 庄三 郎 に よ る新 地 開 発願

史料12

(「建仁寺文書」50*007「 西門前両町裏地新家願之一件52)j所収,

享保5年10月 「奉願候口上書」)

一 私義西御門前上之町同下之町え商売之儀二付心易出入仕者

二而御座候,右 両町裏藪地井空地之分凡千六百坪余之場所町

裏建足二仕(略)通 り筋 ヲ付借屋等二致シ申度奉存候,右 両町

え之相談仕候処,両 方共何之障も無御座候間,被 仰付被下候

様二奉願候

一 右願之通被仰付被下候 えは
,助 成 も御座候間賀茂川筋二条

仮橋永々私方よ り懸ケ引修復等可仕旨,御公儀様え差上候願

書二相認 申候,右 仮橋之儀は以来御地頭様井両町へ少 も相懸

り候儀無御座候

一 右願之儀御許容被 下候は私方 より御公儀表御願可申上候
,

願之儀相叶候以後,右 裏地御支配之儀如何様共御地頭様 より

被仰付候通違背仕間敷候,以 上

今出川室町西へ入町

享保五年庚子十月 清水屋 庄三郎

建仁寺御役者様

享保5年 の 「西門前両町裏地新家願之…件」には清水屋

庄三郎が当区域の新地開発をすすめるにあたっての具体

的な計画案が示されている。史料12に 記されるように,

建仁寺門前町の裏地にあたる当区域の開発に際し,彼 はま

ず領主建仁寺に開発の許可を得,そ の後公儀へ願い出て最

終的な開発の赦免を得ることが要求された。史料13は 庄

三郎が開発の許容を建仁寺から得て,公 儀へ願い出るにあ

たっての請書であるが,開 発によって彼の見込み得る利 と

はどれほどのものであったのだろうか。

史料13

(「建仁 寺 文書 」50*007「 西 門前 両町 裏地新 家願 之一件1所 収,

享保5年10月 「御 請合 申一一一札 之 事」)

一 此度御門前裏地之儀御願 申上候処
,聞 召被届難有奉存候,

依之御公儀様え御願可申上候,右 願相叶候は,蛭 子宮 より南

谷川迄凡千六百坪之所,道 筋井御用地百坪引残之分,壱 坪二

付新銀拾弐匁五分宛御売渡被成次第為労料可被下旨難在奉

存候

一 蛭子宮 より北団栗図子迄裏地東西八間二南北百拾間余之所
,

諸式入用等不残私方より仕,為 冥加銀新金七拾五両願相叶次

第早速差上可申候,右 蛭子宮 より北裏地之分,売 出銀ハ私方

え可被下旨御相対仕候事,尤右場所 も御支配之儀は如何様共

被仰付候通違背仕間敷候(略)

今出川室町西へ入町

享保五年庚子十月 願人 清水屋庄三郎

建仁 寺御役者様

史料13に よると,宅 地として開発 した当区域を分譲す

るにあた り,彼 は予定地を南北2ブ ロックに分割 し,そ れ

ぞれにっいて異なった規定を行っている。一方については,

道筋と公儀御用地100坪 を差し引いた部分1,500坪 を対象

とし,開 発した敷地に申請者がつくごとに1坪 あた り12

匁5分 の代金を労料として受け取ることで合意 している。

またもう一方については,土 地の 「売出銀」,すなわち造

成 した宅地各筆に課せられる地 口銀を全額同人が収取す

るとしている。後者については 「諸式入用等不残私方より

仕」と,す べて自身の負担により開発を行 うとしているの

で,両 ブロックにおける開発負担の差異が分譲にあたって

の所得に反映したものと考えられよう。具体的に彼の得る

利を検討すると,まず,当 区域が実際に開発された享保19

年(1734)頃 にはおよそ坪単価40～65匁 に地口銀が設定さ

れている53)から,仮 に平均55匁 の坪単価 とし,土 地がす

べて分譲された場合,庄 三郎が得る金額は1500坪 ×12匁

5分+8間 ×110間 ×55匁=67貫150匁 となる。また,開

発に先がけて彼が 「冥加銀」として建仁寺に献上した75

両は,金1両 を銀60匁 と換算すると4貫500匁 となる。

新地開発にあたって彼の提示した,二 条仮橋の架橋及び修

復を自身が永代引請けるなどの代償や,実 際の開発にかか

るであろう費用にっいては定かでないが,残額約62貫650

匁からそれらをひいてなお余 りある利益を当区域開発に

みていたということは十分に考えられる。さらに前掲の史

料12及 び史料13に みられるように,開 発した土地の 「支

配」権は建仁寺にあり,そ れにっいて 「如何様共被仰付候

通違背仕間敷候」ことがいわれているが,こ の 「冥加銀」

が史料12の いう 「借屋等」の経営権をも含んだものであ

ったとすると,土地を分譲した後もなお恒常的に収入の確

保を見込んでいた可能性も指摘できる54)。

6.1.2)建 仁寺による新地開発

上述した清水屋庄三郎による享保5年 の開発計画は,実

現に向けて着々と進められた。『月堂見聞集』享保8年10

月条には 「建仁寺町と宮川町通之際,ど んぐりの辻子より



下へ三町程空地有之,此 処新屋敷建候事願之者在之,唯 今

迄は両町として借 り置,土 蔵或は小座敷建置候故,所 によ

りて空地と見えず候,ど んぐりの辻子より入口明き候て,

両側に新屋敷建申候由」とあるが,文 中の 「新屋敷建候事

願之者」は清水屋庄三郎をさすものと考えられよう。しか

し享保8年(1723),開 発予定地とな/)ていた西門前裏町区

域は御用地として公儀に召 し上げられる55)。それに伴い,

庄三郎の開発計画も頓挫することとなった。そしてその2

年後,領 主建仁寺の懇望により当区域が改めて同寺の領地

として下げ渡され,今 度は建仁寺が願主となって開発計画

を再開させる。 ところが享保15年2月 の時点では,御 用

地差し戻しから間もなく,時 期尚早であるとのことで,開

発の願は町奉行所より棄却される56)。しか しこの段階にな

ると建仁寺にとって当区域の新地開発は,享 保12年 には

既に構想のあった法堂再建のための一手段 としてとらえ

られており,開発の認可をかち得るために改めて段階をふ

んだ周到な計画がとられた。

まず願いが棄却された翌享保16年9月,建 仁寺は町裏

藪地の水吐改良という名目で新道敷設と溝筋の整備願を

提出する。その許容を得て翌17年 新道敷設が完成 しての

ち,同 年3月 になってようやく町裏を建家続きとすること

を奉行所へ願い出るにいたった。また,当 区域には先にみ

た庄三郎の例以外にも,開 発請負を志願する町人が数多く

いたことが記されるが,建 仁寺は開発に利を求める他者の

介入をおさえこみ,当 区域の開発及び土地収益の占有権を

確保 しようとしていたことがうかがえる。史料14は,西

門前裏町区域の開発請負に関して第三者の割り込みを危

惧した建仁寺が,開 発権は領主建仁寺にあり,そ の請負権

をめぐって訴訟となった場合は公儀へ建仁寺の権利を保

障してくれるよう金地院へ要請した覚書写である。

史料14

(『参暇 日記』所収,享 保16年11月 「覚」)

当寺西門前町裏新道御願 申上場所に荒川屋喜兵衛 と申者建立 シ

家仕度儀御願 申上候様 二承候,此 地面之儀 は門前両町之者共

銘々買得仕来候敷地二而御座候事左様之儀 も不存,外 よ り建足

シ家之儀喜兵衛 二不限先年 より請負之儀相願候者多候えは,何

方にも相談不仕候,萬 一請負人に被為仰付候は当寺之料簡 も不

承,我 意二致支配門前之者共難儀仕,其 上 当寺伽藍修造之助カ

ニ仕度本願 も不相立,此 地面後々可及難渋 と無心元奉存候二付,

新道之儀御願 申上敷地之者共道筋之地面当寺え差出候故,相 応

之救銀等遣シ新道筋開発仕候,然 処又々他所よ り建足シ請負申

度 旨御願申上候(略)建 足シ家之儀被為仰付候は当寺え直二御許

容被下候様願 敷奉存候(略)

6.2六 波羅新地区域の開発

宝暦13年(1763)と 明和4年(1767)の2期 にわたって開

発をうけた六波羅新地区域では,新 地の開発が西門前裏町

区域とはまた異なるかたちで法堂再建に必要な資金調達

手段となっていたことが確認できる。

法堂再建を遂行するには,当 時早急に寺の収益を増大さ

せる必要があった。そして新地を開発することは,そ こか

ら得る地子の収入増加,地 口銀の上納により収益の増収に

直接結びつくものであるが,さ らに興味深いことには,新

地開発によって広大な宅地となった六波羅新地の地面は,

他所より法堂再建資金を借入するための担保物件 として

の価値をもつこととなった。

史料15

(「建仁寺文書」42*011「 売渡申畑地之事」)

一 当寺領 六波羅野南畑北畑別紙絵図之通坪数合壱万何千坪之

地面此度新家建御願申公儀御許容相済当時開発地面也,然 処

当山伽藍修造入用二付,銀 高百五十貫 目二而貴山え売渡 申所

実正也,尤 右地面壱坪二付拾五匁宛二〆地 口銀高凡弐百何拾

貫目之積 リ也,地 面望人次第従此方致支配遣可 申候,且 又右

本銀百五十貫 目当年よ り五ヶ年之間二相立候ハ ㌧此地面此方

へ御返弁可被成相対也,万 一及遅滞候ハ 』右地面永代貴山御

支配可被成候(略)

建仁寺境内に形成された町地では,開 発された地面を申

し請けるにあたり,願 人はその屋敷地の坪数に応じて定め

られた 「地口銀」と毎年の屋地子を領主建仁寺に銀納する

ことが要求された。史料15に よると,建 仁寺は宅地から

徴収する地口銀の収益に着 目し,六 波羅新地において1万

余坪の土地に坪あたり15匁 の地口銀収入をあてこみ,開

発した新地を総額150貫 に値する担保として,法 堂再建の

資金を借入することを企てた。なお,こ れは案文とみえ,

記された年月日も文中の 「貴山」がどこを指すのかについ

ても不明である。また実際このように六波羅新地を担保 と

して他山より銀子を借用したか否かについても他に史料

がなく明確ではないが,建 仁寺が開発 した新地を借財のた

めの担保物件 としてとらえていたことは事実であろう。こ

の150貫 という借財は,宝 暦12年 に 「不足仕候」とされ

た銀高300貫 の半分を補 う,法 堂造立の資金として欠くこ

とのできない額であったと思われる。

7.ま とめ

度重なる兵火に堂宇を焼亡した建仁寺にとって,18世 紀

における法堂の再建は,近 世をむかえての一大事業であっ

たといえる。しかし,発 願当初より半世紀にわたる長期的

事業としてとらえられていたことからもわかるとおり,大

願が成就するまでの状況は決 して容易なものではなかっ

た。当時幕府による修復助成の下賜金を期待することはも

はやかなわず,逼 迫した財政状況は地方に点在する末派寺

院にも及び,末 寺の勧化収益に依存することも困難な状態

にあった。そのため,建 仁寺では法堂の再建に必要な資金

を得るにあたって苦労を重ね,史 料上で初見する享保12

年の再建発願以降,明 和2年 の落慶を迎えてもなお屋根瓦

調達資金に苦慮 し,お よそ半世紀以上にわたって諸方の資



金合力を要請することとなった。他山か らの借財,諸 塔

頭 ・門前諸町及び檀家からの布施などが大本山建仁寺の法

堂再建資金 として投入 された結果,再 建に関わる資金は

『京都府寺誌稿』に 「凡二萬金ヲ費セリ]と 記されるまで

に至る。そのなかで,年 貢徴収権を温存させたまま,境 内

に残る耕地を 「新地」とよばれる宅地として開発すること

は,長 期的な収入の増加を見込むことができるだけでなく,

開発した新地が広大なものであれば,ま とまった額を早急

に借入するための担保物件 とな りうるとい う点でも有効

な手段であった。それゆえ開発 した新地には他者の介入を

防ぎ,そ の地代収益に関する領主の占有権を公儀iへ主張す

る必要があった。建仁寺が18世 紀初頭よりわずか半世紀

の間にこのように急速な寺領の新地開発を行った背景に

は,一 山の 「大願之事」であった法堂再建のために,必 要

な資金を早急に自力で調達する必要にせまられていたと

いう事情があったものと考える。

〈注〉

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

土本俊 和 「近 世京 都 の 拡大 過程 に関す る編 年 」建 築

史学,No.25,pp.130～156,1995,9

土 本俊 和 「京 の新 地 と再 開発 」(高 橋 康 夫 ・吉 田伸

之 ・宮 本雅 明 ・伊 藤 毅編 『図集 日本 都市 史』所 収,

pp.210～211,東 京 大学 出版 会,1993.9)

科学研 究 費 補助 金 基盤B課 題 番 号08305028

建仁 寺 蔵。前 掲 注3)の 研 究 調 査 に よ り,マ イ ク ロフ

ィル ムに撮 影 され てい る。

宝 永3年(1706)～ 明 治6年(… 部 欠損),建 仁 寺蔵。

前掲 注3)の 研 究調 査 に よ り,マ イ ク ロフ ィル ムに撮

影 され て い る。

永井 規 男 『近 世 東 山の 景観 構成 諸要 素 に関 す る文献

的研 究 平成8年 度 ～ 平成10年 度 科 学研 究費 補助

金研 究成 果 報告 書 』1999.4

伊藤 毅 氏 は中 世後 期 の京 都 にお ける 寺院 の存 在形

態 と して 「境 内 系寺院 」 と 「寺 内 系寺 院 」 とい う2

つの 類型 を定義 し,前 者 につ い て 「塀 や 門 に よっ て

閉 ざ され た聖域(「 寺 内 」)の 周縁 に耕地 ・在 家 さら

に は門 前町 ・境 内村 落 を付 属 させ,全 体 と して 同心

円上 の有 機 的 な ま とま り(「境 内」)を 形成 す るタイ

プ」 とす る(伊 藤 毅 「中世 都 市 と寺院 」 高橋 康 夫 ・

吉 田伸 之編 『日本都 市 史 入門1空 間 』所 収,東 京大

学 出版 会,1989.11)。

領 域 を示 す 「寺 内 」 「境 内」 とい う呼称 は,時 代及

び各 寺院 に よって様 々な 義 を持 ち,両 語 が ほぼ 同義

の領 域 を示 す事 例 も指 摘 され て い る(前 掲 注7))。

建 仁 寺 では,主 要 伽藍 を囲 続す る諸 塔 頭 とそ れ に よ

って 囲 まれ た 内部領 域 を 「寺 内 」,寺 内周辺 に位 置

す る寺領 を 「境 内 」 と称 してい る こ とが18世 紀 以

降 の 「建仁 寺 文 書 」及び 絵 図 よ り確 認 で き る ことか

ら,本 稿 で は上 記 の定義 に よっ て考 察 をすす め る。

18世 紀 にお け る 当地 区の 新地 開 発 につ いて は 日向

進 ・小 出祐 子 「近 世 にお け る建 仁 寺門 前地 区 の開発
一一 八世 紀 の新 地 開発 一」(前 掲 注6)所 収)な どが

あ る。

当地域 に課 せ られ てい た開 発 前 の畑地 子 に対 して,

屋 地子 が どれ ほ どの割増 で設 定 され たか につ い て

は明 らか で ない が,当 地 域近 隣 の下 河原 地 区 にお い

て 新地 開発 をひ き うけ た葉 屋(関 口)清 左衛 門 が同

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

地 の屋 地子 につ いて 「是 近 之畑 年貢 之 高 ニー倍 増 之

地 子年 貢 二御 許容 被 下度候 」(『参暇 日記 』所 収,宝

暦10年11月)と 記 され てい る状 況 をみ る と,お よ

そ2倍 近 い もの であ った と推 定 され る。

小 出祐 子 「近 世京 都 にお ける新 地 開発 に つ いて 一18

世 紀建 仁 寺門 前地 区 を事例 と して 一」 日本 建 築学 会

計 画 系論文 集,No.532,pp.209～214,2000。6

明 和2年 に 上棟 され た この 法堂 が仏 殿 を兼 ね て いた

こ とか ら 『京 都府 の 近世 社寺 建築 近 世社 寺 建築 緊

急調 査報 告 書』(京 都府 教 育委 員会,1983.3)な ど

で は仏殿 と記 され るが,再 建 当時 の 経過 を記す 史料

『参暇 日記 』及 び 「建仁 寺 文書 」の な かで は 「法 堂」

の名 称 が主 に と られ て い る ことか ら,本 稿 にお いて

は 「法 堂」 に 呼称 を統 一す る。

永井 規 男 「建仁 寺寺 地全 図 と近 世建 仁 寺 の景観 」平

成9年 度 日本 建 築学 会近 畿 支部 研 究報 告集,pp.809

～812 ,1997.7

図2-1右 の塔 頭配 置 図は,建 仁 寺 に所 蔵 され る絵 図

よ り書 き起 こ した もの であ る。図 の 作成 年 月 日は 不

詳 で あ るが 、前掲 注13)で 永 井氏 の 紹介 され た絵 図

と描 かれ た 寺内 の状 況 も一 致(明 和2年 上 棟 の法 堂

及 び 明和7年 く1770>9月 に普 請願 の 提 出 され た役

人小屋 の描 写 、塔 頭 の位 置お よび名 称 な ど)す る こ

とか ら、 それ とほぼ 同時 代 の18世 紀 後 半 に描 かれ

た もの と考 え られ る。

永 井規 男 「建仁 寺 西側 の 門前 町 」(前 掲 注6)所 収),

同 「建 仁寺 門 前の 大 工にっ い て 」1999年 度 日本 建 築

学 会大 会 学術 講i演梗概 集F-2,pp.47～48,1999.9
「延 享 年 中以 来新 建 家地 面 二相願 御 免 被成 候 年月

町 々願 主 名前 」(「荻 野家 文 書 」京 都 市歴 史 資料館

蔵)は,六 波 羅新 地 区域 に お い て宝暦13年 に は北

畑 の6,860坪 余 と南畑 の8,629坪 の計15,489坪 が,

明 和4年 には さらに南 畑4,489坪6分 が町 地 と して

赦 免 され た こ とを記す 。

境 内33町 の諸 町す べ て が開 町 した後 に は これ ら33

町年 寄 連印 の うえで 「御 境 内町 々裏 借家 等 迄新 規建

家 又は 建継 等仕 候 節 は絵 図 面 を以(建 仁 寺役 人 へ:

筆 者注)御 伺 申上,無 別条 候 ハ ㌧御 公儀 様 へ御 願 可

申上候(略)惣 而御 公儀 様 え御 訴 申上候 儀 は勿 論 又

は随 時御 役 所 え罷 出候 節 ハ 不依 何 事(建 仁 寺 役人

へ:筆 者 注)御 届御 断 申上候 事(略)」(「 建仁 寺 文

書 」5*047,文 化12年8月 「一 札 」)と 建 仁 寺役 人

へ宛 て た文 書 がみ られ る。

『京 都府 寺 誌稿 建仁 寺 一』 明 治26年6月,京 都

府 立 総合 資 料館 蔵

法堂 の 造営 に つい て 同書 は 「初 其 基 地 ノ ミニ シテ久

シク建 築セ サ リシカ 文 和延 文 ノ際 佛 観禅 師 住 山

ノ時 初 メテ 之 ヲ建営 シ拮華 堂 ト号 ス」 と記 す。

『参 暇 日記』 は京 都 町奉 行 所 の 「寺社 方 之社 堂 舎間

数 書 付 」入 用 に よ って 中井 主水 の 命 に よ り正 徳5年

12月3日 に行 われ た 建仁 寺諸 堂 間数 改 の 書付 写 を記

載 す る が,そ こに は 「惣門 」 「方 丈」な ど と共 に,「 一

仏 殿 梁 行 六間 弐尺 桁 行 人 間 三方 庇 九尺宛 」 とあ

る。

『参暇 日記』 所収,享 保12年8月13日 。 建 仁寺 法

堂再 建 にむ け,金 地 院 へ提 出す る書付 案 の控 。

『参暇 日記』所 収,享 保12年8月28日 「口上 之覚 」。

建 仁 寺法 堂再 建 にむ け,金 地院 へ 提 出 した 一 山衆議

に よる書付 写。

三 浦俊 明 『近 世 寺社名 目金 の 史的研 究 一近世 庶 民金

融 市場 の展 開 と世 直 し騒 動 一』 吉川 弘 文館,1983.2

前掲 注18)に 所載 され る。

祖 忌 料 は史料1に よ り,領 高 の1%と して算 出 した。



26)「 本寺 」 に は,① 本 寺147.169② 妙光 寺14,67③

護 国院16.799④ 碩 学料190.576(石)の 合 計額 が

記 され る。

27)同 史料 に は寺 領 高合 計 と して821石 とあ り,実 際 の

値 と若 干 の誤 差 をみ せ る。

28)「 建 仁 寺文 書 」 に よっ て山城 国 中に散 在す る建仁 寺

領 高の 総計 を実 際 に算 出す る と,文 禄2年 に は

821.06石(「 建 仁 寺文 書 」51*014,文 禄2年(1593)9

月13日 「知行 方 目録」),元 禄11年(1698)に は

847.0066石(「 建 仁 寺文 書 」51*012,「 覚 」。 元禄 十

一年 戌 寅 四月 石川 主殿 頭 殿 え遣 ス控帳 とあ り)
,享

保4年(1719)2月 には818,0388石(「 建 仁 寺文 書 」

51*019,享 保4年2月 「建仁 寺 地郡 付 井寺 領村 方吟

味 之覚 」)と な るが,各 史料 と も総計 額 を821石 と

明記 す る。

29)た だ し当寺 の塔 頭 は 近世 を通 じて興 亡 をみせ るた

め,史 料1の い う 「諸 塔頭 」 が表3-1の 慶 長期 の 塔

頭 にす べ て該 当す るわ けで は ない。

30)『 参暇 日記』 に は雑 色 松尾 左 兵衛 よ り建 仁 寺 にあ て

た 「堂 之普 請 被成 候 由東 西 何れ 之 御役 所 え いつ 頃御

願 被成 御 免 被成 候哉 」 とい う書状 に 対す る建仁 寺 の

返 答 と して 「享保 二 十 一年 辰 三月 廿 二 日於 西御 役所

本 堂 普請 願 之通 被仰 渡 候 」 とす る宝暦14年(=明 和

元 年)3月 朔 日付 の 書付 が 記載 され る。

31)明 和 元年11月29日,棟 梁 坂 上豊 後 よ り建仁 寺 に提

出 され た 「口上 」 写(『 参 暇 日記 』所 収)に は 「十

二 月 七 日右以 祭 礼儀 式 柱 建仕 度 奉存 候 」 とあ る。

32)安 永3年3月9日 『参 暇 日記 』。 同 月8日,「(略)

法 堂再 建 供養 有 無 之儀 御尋 申入候 処,被 仰 聞 之趣 致

承 知候,併 右 供 養 之年 月 不相 分 候 間明 九 日中二年 月

御 書付 私 宅へ 御返 事 被仰 聞可 被 下候(略)」 と,法

堂 の落 慶供 養 を行 った 年 月 日を 問 う雑色 松 尾左 兵

衛 よ りの書 状 に対 す る建仁 寺 の返 答。

33)『 参 暇 日記 』 明和8年11月25日 条 に は 「(雑色)

松 尾(左 兵 衛)よ り手紙 罷 来 如左 」 と して,「 明廿

六 日其御 寺普 請 出来 所 為御 見 分役 人 中罷 越候 間 左

様 心 得 可被 成候(略)」 とい う通 達控 が記 され る。

34)例 えば 天明4年4月 に境 内 下柳 町 か ら建仁 寺 へ提 出

され た 「御 断書 」(「建仁 寺 文書 」11*071)に は 「廿

五 年 以前 当町役 割 形 二 而御 地頭 様御 祠 堂 銀 之内銀

高 弐 貫五 百 目借 受 罷 在 之趣 此度 被 仰 渡候 二付 、 当時

町 役 之者 共 平町 人 之 内 ニモ右 証 文 差 上候 出入 存居

候 は 一人 も無御 座 候(略)右 証 文之 吟 味 も未 得 不仕

候,此 後 町分 も尚 又得 と相糺 見 申度 奉 存候(略)御

憐 悲之 上 暫 之内 右 証 文之 義御 延 行成 被 下度 奉願 上

候 」 とあ り,建 仁 寺 は法 堂 再建 に苦慮 して いた 宝暦

9年 頃 下柳 町 に 貸付 けた銀 子2貫500匁 の返 済 を督

促 してい る。 しか し下柳 町 はわ ず か25年 前の こ と

に対 し,現 在 そ の一件 を知 る者 は 誰 もい ない と返済

の延 引 を願 い出 て お り,享 保12年 の段 階 で図 られ

た 「境 内門 前 諸 町 に銀子 を貸 付 け,利 息 を毎 年 回収

す る」 とい う資金 調 達計 画 が順 調 に いか なか っ た こ

とを うか がわ せ る。

35)建 仁 寺 よ り京 都 町奉 行 所へ 提 出 した 檀家 寄 合開 催

に関 す る届 の 写。

36)史 料4の 書 付 を奉 行 所 へ提 出 した際,文 中 の 「檀 家

寄合 」の 内容 に つ いて 質 問 され た こ とに対 す る建仁

寺 の返 答 書 写。

37)例 え ば 『京都 府 寺 誌稿 』(前 掲 注18)が 明治 初頭 に

お け る建 仁 寺末 寺数 を 山城10ヶ 寺 とす るの に対 し,

『明 治三 年社 寺 録 五 山 派 並大 寺 之部』(京 都府 立

総合 資 料館 蔵)は,明 治 元年12月 付 で 山城 国に お

け る建 仁 寺末 寺 と して32ヶ 寺(他 に十 刹,附 庸 各

38)

39)

40)

41>

42)

43)

44)

45)

46)

47)

一 寺)の 寺名 を あげ
,両 書 で寺数 の不 一致 をみ せ る。

『京都 府 寺誌稿 』(前 掲 注18)は 明治 初頭 にお け る

建仁 寺 末 寺57ヶ 寺の 分布 につ い て,山 城10,近 江5,

若狭7,丹 後2,備 中2,長 門15,周 防7,豊 後7,

肥 前2と し,末 寺が 西 日本 一 帯 に分 布 してい た こ と

を記 す。

長州 末 派4ヶ 寺 よ り建 仁 寺 へ あて た書 状 の写 。史 料

6に み られ る勧 化合 力 要請 に対 す る返 答書 か。

「相 國 寺史稿 十 七」(『相 國 寺 史料 』第 五巻 所 収,

思文 閣 出版,1989.2)寛 延3年8月 条。 万寿 寺,南

禅 寺が 同様 に 白銀 を寄 進 した とい う史 料 はみ られ

ず,両 寺 につ い て は定 か でな い が,東 福 寺 は同 史料

の寛延3年8月16日 条 に 「東 福 者,開 祖彼 山へ御

住 山 も被 成候 得 者,少 々御 心持 も入 可 申哉 」 とあ る

よ うに,東 福 寺開祖 円爾 弁 円が 建仁 寺 に住 山 してい

た とい う縁 ゆ えに100両 に加 え額 を増 分 して寄進 し

た可能 性 が あ る。

明 和 元年11月4日 『参 暇 日記 』 は妙 心 寺 よ り寄進

され た100両 につ い て同 日付 の 請取 書 写 を記 載す る。

差 出人 と しては ただ 「町 」 と記 され,宛 先 も記載 は

な い が,端 裏 に古 門 前町 組 の 「亀 井町 」 の町名 が記

され る。法 堂瓦 不 足 に対す る合 力 と して建 仁 寺 よ り

通 達 され た触 を亀 井 町 が写 し取 った もの か。

建仁 寺 古 門前 町組 の4町 年 寄 よ り建仁 寺役 人へ あ て

た 口上書 。

明和4年 に開 町 した 六波 羅南 畑 の3町 は,文 化10

年(1813)9月 建 仁 寺絵 図 「六 波 羅野 南 畑町 地絵 図 」

に よ って開 発後 半 世紀 近 くを経 た 文化 年 間 にお い

て もな お大 部分 が い まだ 建家 の み え ない状 況 に あ

っ た こ とが 確認 で き る。 さ らに 当区域 を構成 す る東

奥善 町 につ い て 「覚 」(「建仁 寺 文書 」50*077,年

月 日不詳)は 「(略)戌 年(=文 化11年:筆 者 注)

迄ハ右 東 奥 善町 二 建家 壱 ヶ所 も無 之」 とす る。

「建仁 寺門 前北 御 門町 一件 公 儀 江差 出 口上書 写」

(「建 仁 寺文 書 」13*046)に よ る と,北 御 門町 は 永

禄7年(1564)以 来,建 仁 寺塔 頭 栖 芳院 へ 地子 を納 め

てい たが,そ の 後天 正3年(1575)栖 芳 院 の住 持鉄

嬰が南 禅 寺樗 厳 壇 の 旧地 に塔 頭 樗厳 院 を 開基 し移

住 す る にあ た り,北 御 門 町 の地 子 を南 禅 寺へ 持 っ て

い くこ とに な った。 以来 元 文5年 に 至 る まで,北 御

門 町 では 地子 を南禅 寺樗 厳 院 へ納 め,同 町 の支配 に

関 しては 建仁 寺 が行 うとい うか た ちを とって い る。

この よ うに,建 仁 寺 と南 禅 寺,両 山の 干渉 を うけて

いた こ とが,北 御 門 町 の 「法 堂 再建 合 力銀 出 資 の不

承 知」 とい う姿勢 を とる背景 に あ っ た と考 え られ る。

また,一 つ の町 で 地子 の納 入 先 と町 の 支配 が 異 な る

事例 につ い ては 同文 書 に 「地子 は 当寺(=建 仁 寺:

筆者 注)え 相 納,他 所 ヨ リ支 配 有 之所 々近 所 ニモ 例

有 之候 」 とあ り,特 殊 な事 例 で は なか っ た こ とを う

か が わせ る。

東福 寺 の行 った 「御免 勧 化 」 につ い て 「相 國 寺史 稿

十 七」(『相 國寺 史料 』第 五 巻所 収,思 文 閣 出版,

1989.2)寛 保3年8月2日 条 に は同 年3月 の触 と し

て 「東 福 寺,伽 藍 及大 破候 付,修 復 為助 力,山 城 國

中勧 化 御免,寺 社 奉行 連 印 之勧 化状 持 参,当 亥(寛

保3年:筆 者 注)六 月 よ り,同 十 二 月 迄,御 料 ・私

領 ・寺社 領 ・在 町,可 致巡 行候 間,志 之 輩者,物 之

多少 二 よ らす,可 致寄 進候,御 料 者御 代 官,私 領 者

領 主 ・地 頭 よ り可 申渡 候」 とあ り,御 免勧 化 を 得 て

広 く修 復 資 金 を募 った ことが わ か る。

鈴 木 良明 氏 は寺 社修 復 の一 助 と して 幕府 の行 っ た

「御免 勧 化」 につ い て 「寺社 修 復 の助 力 と して 寺社

奉 行連 印 の勧 化状 を持参 し,諸 国 を巡 行 して喜 捨 を
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集 め る方式 で あっ た」 とされ,そ の許 可基 準 が各 寺

の徳 川家 に関わ る 由緒,及 び 寺 格 の高 さにあ った こ

とを指摘 され る(鈴 木 良明 『近 世仏 教 と勧 化 一募縁

活動 と地域 社会 の研 究 一』 岩 田書 院,1996.8)。 ま

た鈴 木 氏 は宝暦7年5月 の 通達 に よって御 免勧 化 が

「自力 で修 復 がで き ない 場合 に のみ そ の寺 社の 格

合 を以 て 」許 可 され た との見解 をみ せ る。建 仁寺 で

は発願 当初 か ら半 世紀 とい う長 期 的な 再建 計画 を

たて てお り,大 破 に よる修 復 とい った さ しせ まった

事 情 にな か った こ とが 「御 免 勧化 」の行 われ な か っ

た 事 由 と して 考 え られ る。

「奉 願 口上之 覚」(『参暇 日記』 所 収,享 保15年2

月)。 建仁 寺 よ り京都 町 奉行 所 へ あて た西 門前 裏町

区域 開 発許 容願 の写。

六 波羅 新 地 区域 開発 に 関 して建 仁 寺 が境 内 に達 し

た 口上(『 参暇 日記』 所 収,宝 暦13年10.月1日)。

享保15年2月 「奉願 口上之 覚1(前 掲 注48)に よる

と当 区域 は 「近年 竹 藪悉 枯,荒 地 二罷 成,四 方 町 裏

二 而無 用 心 二御座 候 そ の 上門 前筋 水 吐悪 敷,雨 天 の

節 は別 して難 儀 仕候 」 とされ,建 仁寺 町通 と宮 川 筋

通 りに沿 っ て町 家 が櫛 比す るそ の奥 の裏 地 が さび

れ た 無用 心 な 土地 で あっ た こ とが わか る。

「清水 屋 庄 三郎 」が どの よ うな人 物 であ った のか に

つ い て は判 然 と しな いが,「 今 出川 室町 西 へ入町 」

に在 し,当 地へ 商 売柄 心易 く出 入 りしてい た(史 料

12)と い うこ とか ら,洛 中上 京 にお いて な ん らかの

商売 を営 ん で い た こ とが わ か る。

表書 に 「享保 五年 庚 子 十 月 西 門前 両町 裏地 新家 願

之一 件 村 方 慈範 控 」 とあ り,冊 子体 を とる。 清水

屋庄 三 郎 の新 地 開発願 につ い ての,建 仁 寺 方丈家 来

村方 慈範 方 の 控 で あろ う。

前掲 注11)。 地 口銀 は新 門 前 区域 が坪 当た り70匁,

西 門前 裏町 区域 が40～65匁,そ して六波 羅新 地 区

域 が18匁 の設 定 で それ ぞれ 上 納 され て いた。

光 井渉 氏 は浅 草 寺境 内 の近 世 中期 以 降 の開発 形 態

と して 「境 内地借 家 」 を と りあげ,町 人 が寺院 境 内

地 に お いて行 った借 家 経営 の あ り方 と して,寺 院 か

ら土 地 を借 り,そ の土 地 に出 資 して 家作 を行 い,得

られ る家 賃 か ら寺 院へ の 地代 を 差 引い た分 を純 収

益 とす る 自立的 経 営者 と しての 立場 の他,借 家 管理,

さらに は借 家へ の 新規 居 住者 斡 旋業 な ど,借 家 をめ

ぐる様 々 な経営 形 態 の存 在 を指 摘 され る(光 井渉

「近 世 中期 以 降 にお け る都 市内 寺院 境 内 び)変容 一

江戸 浅 草寺 子院 境 内 の 土地経 営 一」『年 報 都市 史研

究』No.4,pp.52～74,山 川 出版 社,1996.10)。 建仁

寺西 門 前裏 町 の事 例 は 浅草 寺 とは 異 な り,境 内 で の

建設 行 為 に奉 行所 の 認 可 を必要 とす る外 的抑 制 の

下 に あっ たが,近 世寺 院境 内 地 にお け る借 家経 営 に

対す る認識 の 高 ま りを ここに も うか が うことが で

き る。

享 保15年2月 「奉願 口上 之覚 」(前 掲注48))に は

「当寺西 門 前両 町裏 地,享 保 八 卯年 御用 地 二被 為

召 上候 二 付,一 山御 歎 申 上候 処,被 為 聞 召届御 吟 味

之上,同 十 巳年 前 々之 通御 指 返被 為 下,難 有 仕合 奉

存候 」 とあ るの み で,開 発 計画 の すす め られ て いた

当 区域 がな ぜ享 保8年 の段 階 で公 儀 の御 用地 と して

召 し上 げ られ たの か につ い ては 判然 と しない。

『参暇 日記 』 は享 保15年2月 に建仁 寺 が奉 行所 へ

願 い 出た 当 区域 の開 発 につ い て,同 月21日,京 都

西 町奉 行 所 へ 建仁 寺 役 者 が 呼 び寄 せ られ,「 一旦 被

召 上候 地 面候 得 共,願 候 上被 指 返候 間 も無 之 二,又

候 や ケ様 之願 不成 筋 二候,依 之絵 図 願 書差 返候,乍

然 時節 モ 可有 之 旨」 と願 いの棄 却 を言 い渡 され た こ

と を 記 す 。
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